
 1 

空き家の普及・啓発に係る関連イベントの運営業務委託仕様書 

 

１ 業務の目的 

  本市では，空き家活用の先端的なモデルを示すことを目的に，まちの再生や地域の活性化に

資する空き家の新しい活用方法の提案を公募し，優れた提案に対して本市が実現に必要な費用

の一部を助成する「空き家活用×まちづくり」モデル・プロジェクト（以下，「モデル・プロジ

ェクト」という。）を平成２６年度から実施している。 

  本件は，これまで採択したモデル・プロジェクトの取組団体＊１の活動内容を広く市民等に対

して周知・啓発するため，活動内容の取材，関連イベント等を開催し，空き家活用の機運を高

め，空き家の予防や活用，適正管理等へ繋げていくことを目的とする。 

  また，普及・啓発の一環として地域連携型空き家対策促進事業の取組団体の情報交換会を開

催し，取組の活性化を図る。 

 

＜開催予定のイベント等＞ 

・京都市「空き家活用×まちづくり」モデル・プロジェクト＊１現地視察会 

・京都市地域連携型空き家対策促進事業取組団体 情報交換会              等                               

 ＊１ 平成２６年度 ４件，平成２７年度 ３件，平成２８年度 ２件採択 

 

２ 業務委託内容 

 ⑴ 普及・啓発イベントの企画・運営 

  ア モデル・プロジェクト現地視察会 

    平成２８年度に採択されたモデル・プロジェクト＊の現地視察会を実施する。採択された

２つのモデル・プロジェクトを効率よく１日で回れるよう企画する。視察を受け入れる人

数は４０名程度とする。 

    上記現地視察会について，京北地域の物件が対象であることを踏まえ，有意義な視察会

となるよう企画・運営を行う。 

    なお，参加者は京都市役所前集合・解散とし，集合場所から視察先，視察先から解散場

所までの移動については，受託者においてバス等を手配するものとする。また，市職員を

同行した視察先の下見の実施費用（市役所からの往復移動費を含む。），参加者の保険，雑

費は受託者の負担とする。 

   ・開催予定日：平成３０年１１月の土曜日又は日曜日   

     ＜視察先＞ 

    平成２８年度採択プロジェクト 

     ⑴ 京北くろだ里の駅プロジェクト 

       所在地：京都市右京区京北下黒田町鶴野４５番地 

     ⑵ わらしべの家プロジェクト 

       所在地：京都市右京区京北周山町中ヶ市２３番地 
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  イ 地域連携型空き家対策促進事業 取組地域の情報交換会 

    地域連携型空き家対策促進事業取組地域の代表者等（５０名程度）による情報交換会を

実施する。    

＜プログラム案＞ 

・専門家による話題提供 

・地域からの取組報告 

・参加地域間の情報交換 

    

   なお，配布資料の準備，会場設営，会場使用料，当日の進行(全体の司会及びテーブルごと

（テーブル数は５テーブル程度を想定）の情報交換の進行・発言等の記録を含む。)，当日の

配布物として取組地域の紹介冊子＊作成に係る取材，デザイン及び作成費，当日の摘録作成，

雑費については受託者の負担とする。 

   ＊取組地域の紹介冊子 

   ＜仕様＞ Ａ４サイズ 中綴じ ５０ページ程度 

   ＜内容＞ 各事業取組団体における活動の経緯，組織体制，具体的な進め方，空き家の現

状，取組内容（作成に必要な各地域との調整・取材等含む。） 

  ・開催予定日：平成３０年１１月頃の平日（午前又は午後） 

 

 ⑵ 普及・啓発イベントのとりまとめ業務 

  ア アンケート集計 

    ⑴アのイベントにおいて，アンケート調査を実施し，結果を集計する。アンケートの作

成，集計，取りまとめについて業務委託する。 

  イ 実績報告書の作成 

    ⑴ア及びイのイベントごとに実績報告書を作成することとする。 

   ＜記載内容＞ 

    ・当日の写真 

    ・講演内容等の概要 

    ・摘録 

    ・アンケート集計結果 

    ・その他本市が指示するもの 

 ⑶ 普及・啓発イベントの広報活動の企画及び実施 

   ２⑴アの実施について広く周知するためのチラシ，ポスターを作成する他，周知，掲出方

法（地下鉄車内広告等）を企画及び実施する。 

   なお，チラシ，ポスターのデザイン費，印刷代，掲出料については受託者の負担とする。

印刷部数については，掲出場所，配架場所の提案内容に基づき，必要部数を印刷（ただし，

１，０００部以上）すること。 
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 ⑷ 平成２６年度から平成２８年度までに採択されたプロジェクトの取材及び実現までの経

過・結果のとりまとめ 

  ア 座談会 

    各年度の被採択者同士の交流及びモデル・プロジェクトを実施していくうえでの課題共

有を目的とした座談会を企画・運営し，内容のとりまとめを行う。 

  イ 取材 

    平成２６年度から平成２８年度までに採択された９案について，事業の取組状況や課題

等を取材し，とりまとめを行う。 

     

 ⑸ モデル・プロジェクトの普及・啓発ツールの作成 

   各モデル・プロジェクトの取組内容及び活動状況について広く市民に周知するため，各プ

ロジェクトの取組内容及び活動状況をわかりやすくまとめた小冊子を作成する。市民が空き

家活用に興味をもち，参考となるような冊子にするための提案を求める。なお，リーフレッ

トのデザイン費，印刷代については受託者の負担とする。 

   ＜印刷部数＞ ５００部 

   ＜仕様＞ Ａ５サイズ ２０ページ程度 

 

３ 業務委託期間 

  契約締結日の翌日から平成３１年３月２９日（金）までとする。 

 

４ 前払金 

 前払金は支払わない。 

 

５ 実施体制 

受託者は，本件業務に関する統括及び管理を行う管理技術者，本件業務に関する技術上の管

理を行う主任技術者，管理技術者の下で担当業務を行う担当技術者を定め，管理技術者・主任

技術者・担当技術者通知書を本市に提出すること。 

 

６ 成果品の提出等 

本市に納品する成果品は，以下のとおりとする。また，紙資料については２部提出，電子デ

ータは CD-ROMなどの記録媒体に収録して提出する。 

なお，成果品の著作権は本市に帰属するものとし，業務完了後は本市の承諾を得ずに，本業

務によって得られた成果品をはじめとする各種資料は保持しないこととする。 

⑴ 各普及・啓発イベントの実績報告書 

⑵ ２⑴アのアンケート集計 

⑶ ２⑴アのイベント周知用に用いたチラシ，ポスター及び同電子データ 

⑷ ２⑴イで作成した冊子及び電子データ 

 ⑸ 座談会の取りまとめ 

 ⑹ 各モデル・プロジェクトの取材業務のとりまとめ 
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 ⑺ モデル・プロジェクトの普及・啓発冊子及び電子データ 

⑻ その他本市監督員が指示するもの 

⑼ 本業務で取得，利用又は作成した資料 

※ 報告書等の作成に利用した各種資料については，電子データにて提出すること。 

※ 電子データは Microsoft Word，Microsoft Excel，Microsoft Power Point，Adobe Acrobat

を基本とする。その他のアプリケーションを用いる場合は，本市監督員と協議を行う。 

    

７ 業務の進め方 

⑴ 本委託業務は，本仕様書によるほか，関係法令等に準拠して実施するものとする。 

⑵ 受託者は，業務の実施に当たり，事前に業務実施計画書，業務工程表及び管理技術者等の 

届を提出し，本市監督員の承諾を受けるものとする。 

⑶ 業務の実施にあたっては，逐次，本市と協議を行い，本市監督員の指示により業務を進め， 

業務の結果については速やかに報告を行うこと。 

⑷ 受託者は，本市監督員と打ち合わせを行った内容について，協議録等を作成し，これを 

提出しなければならない。 

 

８ 留意事項 

⑴ 業務の内容について機密を守り，本市の許可なく第三者に公表，転用及び貸与してはなら 

ない。（業務完了後も含む。） 

⑵ 業務上受託者の不注意や不備により生じた全ての費用は，受託者の負担とする。 

⑶ 受託者は，業務実施に当たり，関係法規を遵守し，常に適切なる管理を行わなければな 

らない。 

⑷ 受託者は，本件業務実施中に生じた諸事故に関して一切の責任を負い，本市に発生原因・

経過・被害状況等を速やかに報告し，本市監督員の指示に従うものとする。 

⑸ 本業務の実施に関し，発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために生じた経費

は，受託者が負担しなければならない。 

⑹ この仕様書に定めのない事項並びにこの仕様書に定める事項について，疑義が生じた場合，

受託者は速やかに本市と協議しなければならない。 

 

９ 業務完了後の提出書類 

⑴ 完了通知書 

⑵ 納品書 

⑶ 請求書 

⑷ その他本市監督員が必要と認める書類 

 

10 提出書類 

  本業務の実施に当たって受託者は，契約締結の日から７日以内に次の必要書類を提出し，本

市監督員の承諾を受けるものとする。 

⑴ 業務実施計画書 
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⑵ 業務工程表 

⑶ 管理技術者等通知書 

⑷ その他必要な書類 

 

11 その他 

受託者は，業務完了後，成果品に不備があった場合，本市の指示により受託者の負担におい

て直ちに再調査等を行い，その誤りを訂正するものとする。 


